
 

 

日時：令和４年９月 16 日（金） 

10 時 30 分～12 時 30 分 

場所：中央合同庁舎８号館１階講堂 

 

議 事 次 第 

１．開 会 

２．議 事 

（１）今夏の感染拡大の振り返りについて 

（２）その他 

３．閉 会 

（配布資料）    

資  料１   令和４年夏の感染状況について 

資  料２   今後の検討課題について 

資  料３   令和４年夏の感染拡大の振り返りの論点 

資  料４－１ 医療機関、高齢者施設、学校・保育所等における感染事例・対策例について 

資  料４－２ BA.5 対策強化地域における感染対策の実施状況 

 

新型コロナウイルス感染症対策分科会（第 18 回） 
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今後の検討課題について（案） 

 

１）今夏の感染拡大の振り返り 

①  感染状況と感染対策 

②  保健医療体制 

③  社会経済活動と感染対策の両立 

④  リスクコミュニケーション・啓発 
 

２）今後のコロナ対策 

 （１）今秋以降の感染拡大期におけるコロナ対策 

   ① 季節性インフルエンザの同時流行も想定した外来等の

保健医療体制のあり方 

   ② 医療機関、高齢者施設、学校・保育所等の感染対策 

   ③ ①、②を踏まえた国民への広報（メッセージ）のあり方 
 

（２）中長期的な withコロナにおけるコロナ対策のあり方 

   ① withコロナにおける感染対策や保健医療体制のあり方 

   ② ウイルス学的な観点やリスク評価を含めた中長期的な

感染の見通し 

 

 

第 18回（令和４年９月 16日） 
新型コロナウイルス感染症 

対策分科会 
資料２ 



 

 

令和４年夏の感染拡大の振り返りの論点(案)  

 

 

１） 感染状況と感染対策 

（１） 新規感染者、重症者、死亡者の発生状況 

（２） クラスター発生とその対応 

① 医療機関 

② 高齢者施設 

③ 学校、保育所等 

 

 ２）保健医療提供体制 

（１） 検査 

（２） 医療 

① 外来 

② 入院 

③ その他（自宅療養、宿泊療養等） 

（３） ワクチン 

（４） 治療薬 

 

 ３）社会経済活動と感染対策の両立 

（１） 行動制限 

（２） 社会経済活動 

 

 ４）リスクコミュニケーション、啓発 

  

第 18 回（令和４年９月 16 日） 

新型コロナウイルス感染症 

対策分科会 
資料３ 



 

 

基本的対処方針（抜粋） 

 

(P.15) 

令和４年２月以降、全国的には概ね減少傾向であった新規陽性者数

が、同年６月下旬以降、再び上昇傾向に転じた。同年７月中旬には、

BA.5 系統への置き換わり等による新規陽性者数の急速な増加に伴い、

重症者数や死亡者数は低水準であるが、療養者数や入院者数は増加傾

向となった。 

政府は、このような感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対する

負担の状況を踏まえ、現下の感染拡大への対応については、 

・ 新たな行動制限を行うのではなく社会経済活動をできる限り維持しな

がら、 

・ 保健医療体制について、「次の感染拡大に向けた安心確保のための

取組の全体像」（令和３年 11 月 12 日新型コロナウイルス感染症対策

本部決定。以下「全体像」という。）に基づき整備してきた病床等をしっ

かりと稼働させることを基本に、引き続き、自治体や医療機関等の支

援を行い、保健医療体制の確保に万全を期すとともに、 

・ 医療への負荷に直結する重症化リスクのある高齢者を守ることに重点

を置いて、効果が高いと見込まれる感染対策に、国・地方が連携して

機動的・重点的に取り組む 

こととし、同時に新型コロナウイルスと併存しつつ平時への移行を慎重  

に進めていくこととした。 

令和４年７月下旬には、感染者の急増により診療・検査医療機関等の

外来医療を中心に医療機関等への負荷が急速に高まり、熱中症による

影響もあり救急搬送困難事案も地域差はあるが急速に増加した。また、

従業員が感染者や濃厚接触者となることにより業務継続が困難となる事

業者も増加した。 

政府は、こうした状況を踏まえ、一定以上の医療の負荷の増大が認め

られる都道府県が「BA.5 対策強化宣言」を行い、住民及び事業者への協

力要請又は呼びかけを実施する際に、当該都道府県を「BA.5 対策強化

地域」と位置づけ、その取組を支援することとした。同年８月 24 日までに

第 18 回（令和４年９月 16 日） 

新型コロナウイルス感染症 

対策分科会 
資料３（参考） 



は合計 27 道府県を「BA.5 対策強化地域」と位置付けた。 

また、政府は、「全体像」に基づく最大確保病床・ベッド数約５万の全面

的な稼働に向けた病床等の即応化に加え、自ら検査した結果を、都道府

県等が設置し、医師を配置する健康フォローアップセンター等に登録し、

外来受診を経ることなく迅速に療養につなげる仕組みの整備、患者発生

届の届出項目の削減、療養開始時に検査証明を求めないことの徹底等、

医療機関や保健所の負担軽減への対応を行った。 

加えて、政府は、同年８月 25 日に、診療・検査医療機関や保健所業務

が極めてひっ迫した地域において、当面の緊急的な対応として、都道府

県知事の申し出により、発生届の範囲を①65 歳以上、②入院を要する者、

③重症化リスクがあり治療薬投与等が必要な者、④妊娠している者に限

定することを可能とした。 

さらに、「With コロナに向けた政策の考え方」（令和４年９月８日新型コ

ロナウイルス感染症対策本部決定）に基づき、感染拡大防止と社会経済

活動の両立をより強固に推進していくこととした。 
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